
政
令
第

号

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
四
条
第
三

項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
六
条
第
二
項
第
四
号
、
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
並
び
に
第
五
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
ロ
中
「
及
び
７
の
項
」
を
「
、
７
の
項
及
び

の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「

の
６
の
項
及
び

の

11

(42)

11

項
」
を
「

の
７
の
項
及
び

の
項
」
に

「

の
２
の
項
」
を
「

の
３
の
項
」
に
改
め
る
。

、

(42)

12

(57)

(57)

別
表
第
一
の
表
二
の
第
一
の
三
の
イ
中
⑵
を
⑶
と
し
、
⑴
を
⑵
と
し
、
そ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑴
き
の
ぼ
り
と
か
げ
科

（

）

１
ヨ
ナ
グ
ニ
キ
ノ
ボ
リ
ト
カ
ゲ

Diploderma
polygonatum

donan

別
表
第
一
の
表
二
の
第
一
の
五
の
イ
の
⑵
中
５
の
項
を
７
の
項
と
し
、
４
の
項
を
６
の
項
と
し
、
３
の
項
を
４
の
項
と
し
、



同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。（

）

５
シ
ナ
イ
モ
ツ
ゴ

Pseudorasbora
pumila

別
表
第
一
の
表
二
の
第
一
の
五
の
イ
の
⑵
中
２
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（

）

３
ゼ
ニ
タ
ナ
ゴ

Acheilognathus
typus

別
表
第
一
の
表
二
の
第
一
の
六
の
ロ
の
⑷
中

の
項
を

の
項
と
し
、

の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

11

12

10

1
1

（

）

Hydaticus
yambaruensis

ヤ
ン
バ
ル
オ
オ
イ
チ
モ
ン
ジ
シ
マ
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ

別
表
第
一
の
表
二
の
第
一
の
六
の
ヘ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑸
も
の
さ
し
と
ん
ぼ
科

（

）

１
チ
ョ
ウ
セ
ン
グ
ン
バ
イ
ト
ン
ボ

Platycnemis
phyllopoda

別
表
第
一
の
表
二
の
第
一
の
八
の
イ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑵
い
し
が
い
科

（

）

１
カ
タ
ハ
ガ
イ

Obovalis
omiensis

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
の

中

の
項
を

の
項
と
し
、

の
項
を

の
項
と
し
、

の
項
を

の
項
と
し
、
同
項
の
次

(30)

39

41

38

40

37

38



に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3
9

var
.

（

）

Thrixspermum
annamense

devolianum
イ
リ
オ
モ
テ
カ
ヤ
ラ
ン

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
の

中

の
項
を

の
項
と
し
、

の
項
か
ら

の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

の
項
の

(30)

36

37

16

35

15

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

16

（

）

Dienia
ophrydis

ホ
ザ
キ
ヒ
メ
ラ
ン

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
の

中

の
項
を

の
項
と
し
、
５
の
項
か
ら

の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
４
の
項
の

(42)

11

12

10

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（

）

５
シ
コ
ク
イ
チ
ゲ

Anemone
sikokiana

別
表
第
一
の
表
二
の
第
二
の

中
２
の
項
を
３
の
項
と
し
、
１
の
項
を
２
の
項
と
し
、
同
表
の
第
二
の

に
１
の
項
と
し
て

(57)

(57)

次
の
一
項
を
加
え
る
。

（

）
１

ホ
ウ
ラ
イ
ム
ラ
サ
キ

Callicarpa
formosana

別
表
第
三
の
第
一
の

中

の
項
を

の
項
と
し
、
９
の
項
を

の
項
と
し
、
８
の
項
を
９
の
項
と
し
、
７
の
項
の
次
に
次

(13)

10

11

10

の
一
項
を
加
え
る
。



（

）

８
ホ
ザ
キ
ヒ
メ
ラ
ン

Dienia
ophrydis

別
表
第
三
の
第
一
中

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(19)

(20)

(18)

⒆
く
ま
つ
づ
ら
科

（

）

１
ホ
ウ
ラ
イ
ム
ラ
サ
キ

Callicarpa
formosana

別
表
第
三
中
第
一
を
第
二
と
し
、
そ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
一

動
物
界

一
条
亜
綱

鰭

イ
こ
い
目

⑴
こ
い
科

（

）
１

ゼ
ニ
タ
ナ
ゴ

Acheilognathus
typus

別
表
第
四
の
第
一
中
五
を
六
と
し
、
同
表
の
第
一
の
四
の
イ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑵
い
し
が
い
科

（

）

１
カ
タ
ハ
ガ
イ

Obovalis
omiensis

き



別
表
第
四
の
第
一
中
四
を
五
と
し
、
三
を
四
と
し
、
同
表
の
第
一
の
二
の
イ
の

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

(1)

（

）

２
シ
ナ
イ
モ
ツ
ゴ

Pseudorasbora
pumila

別
表
第
四
の
第
一
中
二
を
三
と
し
、
一
を
二
と
し
、
そ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
爬
虫
綱

イ
と
か
げ
亜
目

⑴
き
の
ぼ
り
と
か
げ
科

（

）

１
ヨ
ナ
グ
ニ
キ
ノ
ボ
リ
ト
カ
ゲ

Diploderma
polygonatum

donan

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
七
年
二
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法

２

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に

絶
滅
の
お
そ
れ

律
施
行
令
別
表
第
三
の
第
一
の
一
の
イ
の
⑴
の
１
の
項
に
掲
げ
る
種
（
亜
種
又
は
変
種
を
含
む

）
に
係
る

。

は



の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る

う

る
同

特
定
国
内
種
事
業
を
行

者
に
対
す

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

及
び

第
二
項
中
「
行
お
う
と
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
行

者
」
と

「
あ
ら

同
項

同
条

う

、

か
じ
め
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
七
年
八
月
十
一
日
ま
で
に
」
と
す
る
。



理

由

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
を
図
る
た
め
、
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
と
し
て
ヨ
ナ
グ
ニ
キ
ノ
ボ
リ
ト

追
加
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

カ
ゲ
等
を


